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1．序論

　不登校は，大きな教育臨床的課題である．不登校
とは，『何らかの心理的，情緒的，身体的あるいは
社会的要因・背景により，登校しない，あるいはし
たくともできない状況にあるため年間 30 日以上欠
席した者のうち，病気や経済的な理由による者を
除いたもの』と，文部科学省は定義している 1）．平
成 28 年度の文部科学省の「児童生徒の問題行動・
不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査 2）」（速
報値）によると，全国の小学校，中学校における不
登校（30 日以上）の総数は，平成 27 年度の中学校
98,428 人，小学校 27,581 人に対して，平成 28 年度
は中学校 103,247 人（在籍者の 3％），小学校 31,151
人（在籍者の 0.5％）と，どちらも増加をしている． 
特に，平成に入り中学校での不登校が明らかに増加
している．
　不登校には，その要因や背景状況の個別性が高く，
それに応じた対応が求められる複雑さがある 1）．（表
1）以前は，医療型，在宅自閉型，非行型などのタ
イプが大部分だった．だが現在は，登校後に保健室
や相談室などの別室で過ごすもの（非在宅校内型），
登校しても授業に出ずに友人らと遊ぶことが多いも
の（非在宅校外型），自宅にいるがひきこもること
もなく，友人らが遊びに来れば受け入れるもの（在
宅開放型）など，現代型と称されるような，以前に
は認められなかった種々のタイプの不登校が存在す
る 3）．このように，不登校を検討する際には，その
社会的変化にも注目しつつ，個々人の発達も含めた
背景要因ならびに表出状況を明らかにすることが不
可欠である．しかし，教育社会学の教科書等におい
て，「不登校」に割かれる割合は微々たるものでし
かなく，不登校を「こころの問題」としてのみ捉え
る傾向がある 4）．加えて，マスコミの影響からか，
一般的に不登校といえば「いじめ」と考えることが
多いように見受けられる．学校関係者や親の中にも，

不登校といえば，まず「いじめ」の可能性を疑うと
いう考え方を持つ者が多い．その結果，原因に関わ
らず，不登校児を「いじめ」によるものと考えて対
応することが，不登校の長期化につながっている可
能性が考えられる 5）．

区分 小学校 中学校

学

校

に

係

る

状

況

いじめ 202 人
（0.6％）

490 人
（0.5％）

いじめを除く友
人関係をめぐる
問題

5,723 人
（18.4％）

28,076 人
（27.2％）

教職員との関係
をめぐる問題

1,282 人
（4.1％）

2,371 人
（2.3％）

学業の不振 4,255 人
（13.7％）

22,085 人
（21.4％）

進路にかかる不
安

352 人
（1.1％）

5,165 人
（5.0％）

クラブ活動，部
活動等への不適
応

78 人
（0.3％）

2,996 人
（2.9％）

学校の決まり等
をめぐる問題

648 人
（2.1％）

4,264 人
（4.1％）

入学，転編入学，
進級時の不適応

1,263 人
（4.1％）

6,908 人
（6.7％）

家庭に係る状況 16,216 人
（52.1％）

29,788 人
（28.9％）

上記に該当なし 5,802 人
（18.6％）

20,365 人
（19.7％）

（表 1）不登校になったきっかけと考えられる状況 2）

　だが，平成に入り，不登校児童・生徒の人数のさ
らなる増加に加え，いじめや発達障害，保護者によ
る虐待などが背景にあるケースなど，質的にも多様
化が進んでいる 6）．不登校は，もはや特別な状況下
で起こるのではなく，「どの子にも起こり得る」と
捉えるべきである．さらに，不登校の問題への対応
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は，学校のみの対応では限界があり，学校外の機関
とも連携した対応が必要である．連携先としては，
例えば，臨床心理に関して高度に専門的な知識・経
験を有し，子どもと親の相談員となるスクールカウ
ンセラーや，不登校児童生徒の集団生活への適応，
情緒の安定，基礎学力の補充， 基本的生活習慣の改
善等のための相談・適応指導を行う教育支援セン
ターなどが考えられる 7）．このような外部との連携
に大きく関わる学校教職員として， 養護教諭が考え
られる．養護教諭は，児童生徒を医療機関や児童相
談所とつなぐ，コーディネーター的役割を果たす．
加えて，学校内では，子どもが落ち着いて過ごせる
ための対応や，予防のための健康相談活動において
果たす役割も大きい 8）．特に，こころの不調であっ
ても，まずは身体不調として養護教諭に訴えられる
ことが多いため，「子どもの体を通して心を見る」
独自の役割が養護教諭には求められる．教室に居る
のが耐えられなくなった子ども達は，しばしば保健
室に身体症状を訴えて救けを求めて来るし，不登校
の子ども達が家庭と教室の中間地点として保健室を
利用することも多い．教師・父母・専門機関等を結
ぶキー・パーソンとして，また体と心，双方からア
プローチ出来る専門家として，養護教諭を位置づけ
ることが出来る 9）．
　不登校の原因が様々である現在，学校に関わる人
全員が不登校に関する正しい知識を持つことが大切
であり，その中でも教職員は実際に不登校児童生徒
に関わり，支援を行う役割を持つため，より深い理
解が必要である．特に，養護教諭は，児童生徒に心
身の健康の専門家として関わり，さらには外部との
コーディネーター的役割も果たすことから，不登校
支援において専門性を発揮する能力を持つことが求
められている．ゆえに，今回の研究においては，専
門の養成教育を受けて，より知識を有していると考
えられる養護教諭養成課程学生，その他の一般教員
を目指している教育学部の学生，その比較対象とし
て他学部の学生，の 3 群に分け，アンケートを行っ
た．それにより，それぞれの群がどの程度知識を有
し，どのような知識が不足しているのかを明らかに
することを目指した．これにより熊本大学教育学部
の教育や卒業後の研修を充実させるための方策を明
らかにし，学校現場において，不登校傾向にある児
童生徒の援助に役立てることを目的とする．

2．研究方法

1．調査対象及び調査期間
　調査対象

　研究目的，方法について口頭または書面で説明し，
匿名及び他の目的に使用しないとの条件で，協力に
同意していていただいた，熊本大学の学生を対象と
した．調査対象の内訳は，以下の通りである．（表 2）

学部 男 女 合計
工 67 22 89
理 30 16 46
医 　6 20 26
法 　7 18 25
文 　5 44 49
薬 　0 　2 　2

教育
（養教除く） 47 73 120

教育
（養教） 　1 108 109

163 303 466

（表 2）調査対象の内訳（単位：人）

　調査期間
　平成 29 年 11 月 9 日～11 月 22 日
2．調査内容
　本研究を進めるにあたって，不登校に関する大学
生の知識・認識を把握するために，自記式調査を実
施した．
3．検定方法
　本研究を進めるにあたって，アンケート調査の結
果のデータを危険率 5％で検定を行った．
4．倫理的配慮
　プライバシーに配慮し，実施時に，回答は全て匿
名化し統計処理するため，回答内容は他人に漏れる
ことが無いことを説明し，同意していただいた方を
調査対象とした．

3．結果

1．アンケート結果
　以下，養護教諭養成課程学生と他学部学生との間
の検定を検定ⅰ，その他教育学部学生と他学部学生
との間の検定を検定ⅱ，養護教諭養成課程学生とそ
の他教育学部学生との間の検定を検定ⅲとする．（図
中の＊を記した群間には有意差が認められたことを
示す．）最初に問 1 で不登校の定義（何らかの心理
的，情緒的，身体的あるいは社会的要因・背景によ
り，登校しない，あるいはしたくともできない状況
にあるもの）について，知っているかどうか質問し
た．（図 1）
　その結果，3 群間で有意差がみられた．養護教諭
養成課程学生，その他の教育学部生，他学部学生の

22-p183-189-goto.indd   184 2018/12/04   11:16:40



185不登校の認識

順に不登校の定義をより知っていると考えられた．

図 1　不登校の定義を知っているか（単位％）

図1（後藤）原寸大

　次に問 1 で「知っている」と答えた者に，問 2（1）
において定義を知ったきっかけについて質問した．

（図 2）
図 2　定義を知ったきっかけ（単位％）

図2（後藤）原寸大

　検定を行った結果，どの選択肢も検定ⅰ，検定ⅱ
では有意差がみられたが，検定ⅲでは有意差がみら
れなかった．専門教育を受けている養護教諭養成課
程，その他教育学部学生は，大学の講義が知ったきっ
かけの中で最も多い．また，他学部学生は，他の 2
群に比べて，小中高の授業・インターネットがきっ
かけであることが多いという結果だった．次に，問
1 で不登校の定義を「知っている」と答えた者に，
問 2（2）において，問 1 の定義に加え＂連続また
は断続して年間 30 日以上の欠席＂という規定に当
てはまるものだということを知っているかどうか質
問した．（図 3）

　検定を行った結果，3 群間で有意差がみられた．
養護教諭養成課程学生と，その他教育学部学生は知
識を得られている人が順に多いことが分かるが，養
護教諭養成課程学生でも 71.1％であり，教師になる
者としては十分な知識が得られているとは言えな
い．特に，その他教育学部学生では，半数を切って
いる．次に，問 2（3）において不登校はどの子ども
にも起こりうる，と思うかどうかを質問した．（図 4）

図 4　不登校はどの子どもにも起こりうると思うか（単位％）

図4（後藤）原寸大

 
　その結果，検定ⅰでは有意差がみられたが，検定
ⅱ，検定ⅲでは有意差はみられなかった．どの群も
90% を超えており，他学部学生にもかなり認識され
ていることが分かった．
　次に，問 3 において子どもが不登校になる原因と
して考えられるものについて質問した．この質問は
複数回答を可能とし，21 の選択肢はいずれも「は
い」と答えることを期待したものである．その結果，

「いじめ」については，3 群とも，ほぼ 100％が不登
校の原因となりうると認識していた．「人間関係の
トラブル」については，いずれも 90％以上が認識
していたが，養護教諭養成課程学生の認識率が有意
に高かった．その他の項目では，いずれも養護教諭
養成課程学生の認識率が最も高く，検定ⅰ，検定ⅱ，
検定ⅲとも有意だった原因は，「生活リズムの乱れ」

「虐待」「低血圧」「睡眠障害」「頭痛・腹痛」「肥満」「発
達障害」「貧血・倦怠感」「教員・学校に対する不信
感」「勉強についていけない」「苦手な教科がある」

「ネット・ゲーム依存」「貧困」「兄弟・姉妹の不登
校・退学」であった．検定ⅰ，検定ⅱが有意だった
原因は，「学校に行く意味が分からない」「コミュニ
ケーションが苦手」「親の過干渉」であった．検定ⅰ，
検定ⅲが有意だった原因は，「無気力」「学校での居
場所がない」であった．ここで，21 の選択肢の内，
いくつに〇をつけたかを算出し，その平均を平均回
答数として下に示す．（表 3）
　検定ⅲにおいて有意差がみられたものが 16 の項
目であることから，養護教諭養成課程学生は，他の
群よりも様々な原因を想定し，知識として獲得でき

図 3　不登校の定義（日数）を知っているか（単位％）

図3（後藤）原寸大
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ていることが分かる．加えて，「低血圧」，「肥満」や「貧
血・倦怠感」など身体に関する項目はいずれも検定
ⅲにおいて有意差がみられ，養護教諭養成課程学生
が他の群よりも割合が明らかに大きい．さらに，平
均回答数においては，養護教諭養成課程学生，その
他教育学部学生，他学部学生の順に多かった．しか
し，その他教育学部学生では「はい」と答えた割合
が小さい項目も多くあり，不登校についての認識が
十分とは言えない．

（表 3）不登校の原因と認識していた項目数の平均と，
　　　 21 項目中のその割合

養護教諭養成
課程学生

その他教育
学部学生 他学部学生

平均回答数 15.8(75.2%) 12(57.1%) 8.7(41.4%)

 
　次に，問 4 において学校で行う不登校支援に関わ
る職種や関係者・関係機関として考えられるものに
ついて質問した．この質問も複数回答を可能とし，
9 の選択肢はいずれも「はい」と答えることを期待
したものである．いずれも養護教諭養成課程学生の
認識率が最も高く，「担任」については，検定ⅰの
み有意だったが，一番低い他学部学生でも 86.9％と
かなり高く，養護教諭養成課程学生では 96.3％であ
り，学部，課程を問わず，ほとんどの学生が，「担任」
を不登校支援に関わる職種として認識していた．検
定ⅰ，検定ⅱ，検定ⅲとも有意だったのは，「管理職」

「養護教諭」「スクールカウンセラー」「スクールソー
シャルワーカー」「保護者」「児童相談所」「医療機関」
であった．検定ⅰ，検定ⅱが有意だった選択肢は，「学
校医」であった．ここで，学校で行う不登校支援に
関わる職種や関係者・関係機関として考えられる 9
の選択肢の内いくつに〇をつけたかを算出し，その
平均を平均回答数として表 4 に示す．（表 4）

養護教諭養成
課程学生

その他教育
学部学生 他学部学生

平均回答数 7(77.8%) 5.8(64.4%) 4.1(45.6%)

（表 4）不登校支援に関わる職種や関係者・関係機関と
　　　 認識していた数の平均と，9 項目中のその割合

 
　検定ⅲにおいて有意差がみられたものが 7 の項目
であることから，養護教諭養成課程学生は，他の群
よりも様々な支援に関わる関係者等について知識を
獲得できていることが分かる．平均回答数において
も，養護教諭養成課程学生・その他教育学部学生・
他学部学生の順に高かった．しかし，全ての群で割
合が小さい項目や，養護教諭養成課程学生でも小さ

い項目があり，不登校支援についての認識が十分と
は言えない．
　次に，問 5 において，学校以外の勉強の場として
考えられるものについて質問した．この質問も複数
回答を可能とし，9 の選択肢はいずれも「はい」と
答えることを期待したものである．その結果，「塾」
については，3 群とも，90％前後が学校以外の勉強
の場として認識していた．その他の項目では，いず
れも養護教諭養成課程学生の認識率が最も高く，検
定ⅰ，検定ⅱ，検定ⅲとも有意だったのは，「教育
支援センター」「フレンドリー」「公民館」であっ
た．しかし，この 3 つの選択肢の認知度は低く，最
も高い養護教諭養成課程でも，「教育支援センター」
が 49.5％，「フレンドリー」が 37.6％，「公民館」が
28.4％であった．ここで，教育支援センターとは，
不登校対策の一つとして， 教育委員会が設置してい
る機関であり，学校へ通わなくとも，そこへ通うこ
とで不登校の子どもたちは出席扱いを受けることが
できる．よって不登校の子ども達の多くは，教育支
援センターを利用し出席扱いを受けている．全国の
教育支援センター数は年々少しずつではあるが，増
加傾向にある 10）．検定ⅰ，検定ⅱが有意だった項目
は，「フリースクール」「青少年教育施設」であった． 
検定ⅰ，検定ⅲが有意だった項目は，「家庭教師」「通
信教育」であった．「家庭」は，検定ⅰのみ有意だっ
た．ここで，9 の選択肢の内，いくつに〇をつけた
かを算出し，その平均を平均回答数として下に示す． 

（表 5）

養護教諭養成
課程学生

その他教育
学部学生 他学部学生

平均回答数 5.6(62.2%) 4.5(50.0%) 3.5(38.9%)

（表 5）学校以外の勉強の場と認識していた数の平均と，
　　　  9 項目中のその割合

 
　ここでも全ての項目において，養護教諭養成課程
学生の割合が最も大きく，平均回答数も多い．しか
し，全体的に正答率が低い傾向にあり，学校以外の
勉強の場が実際には多くあるにも関わらず，どの群
も知識が薄い．とくに熊本大学教育学部が地元教育
委員会と協力して行なっている事業であるフレンド
リーの認識率が，熊本大学教育学部学生で低いのは，
教師を目指す学生として問題が大きい．不登校支援
は，上記の教育支援センターや，相談を受け，様々
な専門機関に情報提供をする役割である児童相談
所，加えて民間施設や NPO 等においても様々な取
り組みがなされている．例えば，フリースクールで
は，進学や就職に必要な学力を身につけるための教
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科学習を主とした学習支援を行っている．加えて，
公的な学校との距離を縮め，フリースクールが「連
携」や「学校化」という変容を遂げていることも特
徴的である 11）．そのため，学校や教育支援センター
等の公的機関は，これら民間施設等のとりくみの自
主性や成果を踏まえつつ，より積極的な連携を図っ
ていくことが望ましい．
　次に，熊本大学教育学部と熊本市教育委員会のも
う一つの不登校児童支援事業である「ユアフレンド」
について，尋ねた．問 6（1）において「ユアフレンド」
について知っているかどうかを質問した．その結果
を図 5 に示す．（図 5）ここで，ユアフレンド事業とは，

「学校に行きたくても行けない．」「教室に入ること
ができない．」等，悩んでいる子どもたちのところ
へ，熊本大学の学生が 1 週間に 1 回，1～2 時間程
度，教室以外の別室または家庭を訪問し，一緒に楽
しく過ごす活動であり，平成 30 年で 17 年目を迎え
る 12）．学校組織による学校復帰を目指すことよりも，
教職をめざし，かつ不登校児童に年齢の近い大学生
が不登校児童生徒とふれあい，心の扉を開けていく
という取り組みができないか，というねらいで考案
されたものである 13）．

図 5　ユアフレンドについて知っているか（単位％）

図5（後藤）原寸大

 
　検定を行った結果，3 群間で有意差が見られた．
養護教諭養成課程学生，次いで，その他教育学部学
生が，ユアフレンド事業，そして，不登校支援によ
り関心があるといえる．加えてここでも，グラフを
見ると，養護教諭養成課程学生は「知っている」と
答えた割合が 100% に近く，その他教育学部でも知っ
ている割合が高く出ている．
　しかし，その他教育学部学生で「知らない」と答
えた者が，少数とはいえ，18 人（15％）いること
は問題である．
　次に，問 6（2）において， ユアフレンド活動に現
在参加している，または過去に参加していたかにつ
いて質問した．この場合，参加者は熊本大学教育学
部学生に限られるので，質問も教育学部学生に対し
てだけ行った．その結果を図 6 に示す．（図 6）
　検定を行った結果，有意差がみられた．しかし，

養護教諭養成課程学生の方が，参加している人数が
多いとはいえ，両者とも＂参加していない＂を表す「い
いえ」が大きく上回っている．特に，その他教育学
部学生の「はい」の割合は小さく，不登校支援への
関心の低さが見える．

図 6　ユアフレンド活動に現在参加している，または過
　　   去に参加していたか（単位％）

図6（後藤）原寸大

 
　最後に，教職希望者に問 7 において，将来教員に
なった時，学級や学校に不登校の児童生徒がいる場
合，どのような支援をするか質問した．回答をグルー
プに分け記す．（図 7）

図 7　将来，不登校児童にどのような支援をするか
（単位　人）　

図7（後藤）原寸大

　全回答の内，一番多かった答えは「話しを聞く」，
次いで，「居場所を作る」であった．ここで，「居場
所をつくる」の項目は，養護教諭養成課程学生と，
その他教育学部学生の間に大きな差があり，ここで
も上記と同じく保健室登校等について学ぶ養護教諭
養成課程学生ならでは，の答えだと言えよう．ま
た，「関係機関につなぐ」「保護者との連携」の 2 つ
の項目でも，2 群間で多少の差があり，これは医療
機関等と学校をつなぐコーディネーター的役割を担
い，また，保護者も含めた学校内外の人と関わる機
会の多い養護教諭として，必要な視点を養護教諭養
成課程学生が持っているとわかる．また，その他教
育学部学生は「家庭訪問」を答えたものが多く，そ
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の他教育学部学生群の中でも，この答えは 2 番目に
多かった．

4．考察

　今回の調査では，熊本大学の大学生 466 名に協力
していただいた．調査結果では，多くの項目におい
て有意差が見られ，養護教諭養成課程学生，その他
教育学部学生が，他学部学生よりも不登校に関して
の知識等を多く有していることが確認できた．
　特に顕著に現れたのは，「不登校になる原因」の
質問である．この結果より，養護教諭養成課程学生
が他 2 群と比べても，身心両面から考えることがで
きることが分かった．また，教員になった時に不登
校児童生徒がいた場合，どのような支援を行うかに
ついて質問した結果は，先行研究等と比べると，効
果的だと思われる支援の回答が多かった．このこと
から，熊本大学の教員を目指す学生はある程度，不
登校支援の知識を有していると期待できる．
　しかしながら，有意差がみられなかった質問もあ
り，中には養護教諭養成課程学生の回答率でさえ，
50％を切っている質問項目もあったため，完全な知
識，認識を持っていると言うにはまだまだほど遠い
と言える．また，有意差が見られた質問も，その実
績やメリット，デメリットを含む実態まで把握して
いるかは分からない．不登校児童生徒は，一人一人
その背景やニーズが異なるため，教職員には状況に
合わせて様々な支援機関などの情報を提供し，連携
する手腕が求められる．現時点で有効とされている
教員の対応や，外部機関の取り組みなどについて，
より深く，そして実践的に学ぶ場が必要だろう．
　学校教育法において「養護教諭は， 児童の養護を
つかさどる」とされ，子どもの身体と心を全体とし
てみていくことを要請されている．不登校は，ちょっ
とした身体の訴えから始まることも多い．＂頭が痛
い，お腹が痛い＂という子ども達の声をどのように
受けとめるかが問われるところである．知識を有し
ているだけではなく，それらを不登校の原因・もし
くはサインの一つとして実際に対応できることが，
養護教諭には求められる 9）．
　また，自分が不登校だったとしたら行って欲しい
支援を尋ねたところ，保健室登校というワードが出
た．保健室登校の意義として，養護教諭との人間関
係，温かい感情交流によって，治療的な効果を期待
できる，友達やいろいろな子どもが来室するので， 
自然と交流が生じ，対人関係や社会性などを回復す
ることができる，家庭や治療機関から学校生活に慣
れるための居場所として最適である，などが挙げら

れる 14）．教員になった時に不登校児童生徒がいた場
合，どのような支援を行うかについての質問への回
答の「居場所をつくる」の内，養護教諭養成課程学
生には，＂保健室登校をすすめる＂という回答が多
く見られたが，これらの意義を理解して保健室登校
児童生徒を支援していくことが求められる．さらに
は，養護教諭としての専門性を確立し，他の専門職
と協力関係を築いていくことが，不登校児童生徒の
援助につながる 9）．これに関しても，不登校支援に
関わる職種や関係者・関係機関や，学校以外の勉強
の場の質問において，養護教諭養成課程学生が，よ
り多く回答していたため，知識は大方獲得できてい
ると考えられるが，実際に動くことができる力が必
要である．しかし，養護教諭が一人だけで不登校を
始めとする精神的な問題を抱えるのは，むしろ危険
だともいえるだろう．そのためにも，その他教育学
部生，つまり他の教職員の更なる認識，知識獲得が
必要であるし，養護教諭は，他の教職員に対して，
養護教諭ならではの認識，知識を発信していかなけ
ればならない．本研究で得られた結果や考察を，今
後の学校現場での不登校支援に役立てていきたい．
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